
徳島県立農林水産総合技術支援センター外部評価実施要領

（趣旨）

第１ 近年，行財政改革が推進される中，各種施策のより効率的，効果的な実施と県民の

視点に立った客観性・透明性の確保がますます重要となっている。

このため，徳島県立農林水産総合技術支援センター（以下「技術支援センター」とい

う。）が実施する試験研究業務，普及指導活動，教育研修業務及び連携のあり方などに

ついて，学識経験者等により，幅広い視野から総合的な評価を行うものとする。

（外部評価委員会の設置）

第２ 技術支援センターが実施する業務の評価を行うため，学識経験者，生産者等の委員

で構成する「徳島県立農林水産総合技術支援センター外部評価委員会」（以下「外部評

価委員会」という。）を設置する。

１ 所掌事務

外部評価委員会は，次の事務を行う。

ア 技術支援センターが行う事業の実施状況及び推進方向の評価

イ 試験研究業務，普及指導活動及び教育研修業務に関する提言

ウ 技術支援センター業務の効率的な推進に関する提言

２ 構成及び任期

（１）外部評価委員会は，８名以内の委員で構成し，委員は，徳島県立農林水産総合技術

支援センター所長(以下「所長」という。)が委嘱する。

（２）委員の任期は３年以内とする。ただし，再任を妨げない。

３ 役員

（１）外部評価委員会に委員長及び副委員長を置く。

（２）委員長は，委員の互選とし，副委員長は委員長が指名する。

（３）委員長に事故あるときは，副委員長がその職務を代理する。

４ 運営

外部評価委員会は，所長が招集し，委員長が議長となり，取りまとめる。

５ 意見の聴取

委員長は必要があると認めるときは，外部評価委員会に委員以外の者の出席を求め，

意見を聴することができる。

６ 事務局

外部評価委員会の事務局は，技術支援センター普及指導課内に置く。



（評価方法）

第３ 評価の実施方法

１ 評価の内容

（１）試験研究業務

試験研究機関が行う研究開発業務の実施状況及び推進方向

（２）普及指導活動

普及指導組織が行う普及指導活動の実施状況及び推進方向

（３）教育研修業務

農業大学校が行う教育研修業務の実施状況及び推進方向

２ 評価の手順

外部評価委員会は，毎年度の実施計画に基づき評価を行うこととし，以下の手順で評

価等を行う。

（１）課題別評価

第３の評価の内容について，課題別に評価を行うとともに提言を行う。

（２）総合評価

第３の評価の内容について，課題別の評価を踏まえ総合的な評価を行うとともに提

言を行う。

（３）その他

これらの他，評価の手順等の詳細については，別途定める。

（評価結果）

第４ 評価結果の取扱い

（１) 委員長は，評価結果等を取りまとめ，所長に報告するものとする。

（２）所長は，(１）の報告を受け，必要な措置を講ずるものとする。

（その他）

第５ この要領に定めるもののほか，外部評価委員会の運営等について必要な事項は別途

定める。

附則 この要領は，平成１７年４月１日から施行する。

一部改正 平成１８年４月３日

一部改正 平成２０年４月１日

一部改正 平成２１年４月１日

一部改正 平成２２年４月１日

一部改正 平成２３年４月１日


